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雇
用
保
険
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
案
要
綱

第
一

雇
用
保
険
法
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
被
保
険
者
と
な
っ
た
こ
と
の
届
出
、
被
保
険
者
で
な
く
な
っ
た
こ
と
の
届
出
及
び

被
保
険
者
の
転
勤
の
届
出
並
び
に
雇
用
保
険
法
施
行
規
則
第
百
一
条
の
五
第
一
項
の
提
出
及
び
第
百
一
条
の
十
三
第
一
項
の

提
出
は
、
事
業
年
度
開
始
時
に
お
け
る
資
本
金
の
額
が
一
億
円
を
超
え
る
法
人
等
に
あ
っ
て
は
、
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使

用
し
て
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
電
気
通
信
回
線
の
故
障
、
災
害
そ
の
他
の
理
由
に
よ
り
電
子
情
報
処
理
組
織
を

使
用
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
で
、
か
つ
、
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
な
い
で
届
出
等
を
行
う
こ

と
が
で
き
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
は
、
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
行
う
こ
と
を
要
し
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

第
二

雇
用
の
安
定
及
び
就
職
の
促
進
を
図
る
た
め
に
必
要
な
職
業
に
関
す
る
教
育
訓
練
の
う
ち
速
や
か
な
再
就
職
及
び
早
期

の
キ
ャ
リ
ア
形
成
に
資
す
る
教
育
訓
練
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
す
る
教
育
訓
練
（
以
下
「
特
定
一
般
教
育
訓
練
」
と

い
う
。
）
を
受
け
、
修
了
し
た
者
に
つ
い
て
は
、
教
育
訓
練
給
付
金
の
給
付
率
を
百
分
の
四
十
、
そ
の
額
の
上
限
を
二
十
万

円
と
す
る
こ
と
。

第
三

専
門
実
践
教
育
訓
練
の
う
ち
法
令
の
規
定
に
よ
り
四
年
の
修
業
年
限
が
規
定
さ
れ
て
い
る
教
育
訓
練
（
以
下
「
長
期
専

門
実
践
教
育
訓
練
」
と
い
う
。
）
を
受
講
し
て
い
る
者
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
教
育
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訓
練
給
付
金
の
額
の
上
限
を
百
六
十
万
円
（
当
該
教
育
訓
練
を
修
了
し
、
当
該
教
育
訓
練
に
係
る
資
格
の
取
得
等
を
し
、
か

つ
、
一
般
被
保
険
者
等
と
し
て
雇
用
さ
れ
た
者
又
は
雇
用
さ
れ
て
い
る
者
に
つ
い
て
は
、
二
百
二
十
四
万
円
）
と
す
る
こ
と
。

一

当
該
長
期
専
門
実
践
教
育
訓
練
の
基
準
日
か
ら
起
算
し
て
三
年
が
経
過
し
て
い
る
こ
と
。

二

当
該
長
期
専
門
実
践
教
育
訓
練
の
基
準
日
が
支
給
限
度
期
間
の
初
日
で
あ
る
こ
と
。

三

当
該
長
期
専
門
実
践
教
育
訓
練
の
基
準
日
か
ら
起
算
し
て
三
十
箇
月
を
経
過
す
る
日
の
属
す
る
支
給
単
位
期
間
に
お
け

る
賃
金
の
日
額
が
、
基
本
手
当
の
日
額
の
算
定
に
当
た
っ
て
百
分
の
五
十
（
雇
用
保
険
法
第
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ

り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
百
分
の
四
十
五
）
を
乗
ず
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
賃
金
日
額
の
額
の
う
ち

最
も
低
額
な
も
の
未
満
で
あ
る
こ
と
。

第
四

特
定
一
般
教
育
訓
練
に
係
る
教
育
訓
練
給
付
金
の
支
給
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
当
該
特
定
一
般
教
育
訓
練
を
開
始

す
る
日
の
一
箇
月
前
ま
で
に
、
教
育
訓
練
給
付
金
及
び
教
育
訓
練
支
援
給
付
金
受
給
資
格
確
認
票
（
以
下
「
資
格
確
認
票
」

と
い
う
。
）
に
、
キ
ャ
リ
ア
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
を
踏
ま
え
て
記
載
し
た
職
務
経
歴
等
記
録
書
、
過
去
に
受
け
た
特
定
一
般

教
育
訓
練
又
は
専
門
実
践
教
育
訓
練
に
よ
る
キ
ャ
リ
ア
形
成
等
の
効
果
等
を
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類
等
を
添
え
て
管

轄
公
共
職
業
安
定
所
の
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
こ
と
。
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第
五

特
定
一
般
教
育
訓
練
に
係
る
教
育
訓
練
給
付
金
の
支
給
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
当
該
教
育
訓
練
給
付
金
の
支
給

に
係
る
特
定
一
般
教
育
訓
練
を
修
了
し
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
一
箇
月
以
内
に
、
教
育
訓
練
給
付
金
支
給
申
請
書
に
当

該
特
定
一
般
教
育
訓
練
に
よ
る
キ
ャ
リ
ア
形
成
等
の
効
果
等
を
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類
等
を
添
え
て
管
轄
公
共
職
業

安
定
所
の
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
等
と
す
る
こ
と
。

第
六

専
門
実
践
教
育
訓
練
に
係
る
教
育
訓
練
給
付
金
の
支
給
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
当
該
専
門
実
践
教
育
訓
練
を
開
始

す
る
日
の
一
箇
月
前
ま
で
に
、
資
格
確
認
票
に
、
キ
ャ
リ
ア
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
を
踏
ま
え
て
記
載
し
た
職
務
経
歴
等
記
録

書
、
過
去
に
受
け
た
特
定
一
般
教
育
訓
練
又
は
専
門
実
践
教
育
訓
練
に
よ
る
キ
ャ
リ
ア
形
成
等
の
効
果
等
を
把
握
す
る
こ
と

が
で
き
る
書
類
等
を
添
え
て
管
轄
公
共
職
業
安
定
所
の
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
こ
と
。

第
七

専
門
実
践
教
育
訓
練
に
係
る
教
育
訓
練
給
付
金
の
支
給
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
支
給
申
請
期
間
内
に
、
教
育
訓

練
給
付
金
支
給
申
請
書
に
当
該
専
門
実
践
教
育
訓
練
に
よ
る
キ
ャ
リ
ア
形
成
等
の
効
果
等
を
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類

（
雇
用
保
険
法
施
行
規
則
第
百
一
条
の
二
の
七
第
二
号
に
掲
げ
る
者
に
該
当
す
る
教
育
訓
練
給
付
対
象
者
に
つ
い
て
は
、
当

該
専
門
実
践
教
育
訓
練
に
係
る
最
後
の
支
給
単
位
期
間
に
つ
い
て
教
育
訓
練
給
付
金
の
支
給
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
に
限

る
。
）
等
を
添
え
て
管
轄
公
共
職
業
安
定
所
の
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
こ
と
。
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第
八

そ
の
他
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
。

第
九

施
行
期
日
等

一

こ
の
省
令
は
、
平
成
三
十
一
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
事
項
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定

め
る
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
。

１

第
一

平
成
三
十
二
年
四
月
一
日

２

第
三

平
成
三
十
一
年
四
月
一
日

二

こ
の
省
令
の
施
行
に
関
し
必
要
な
経
過
措
置
を
定
め
る
こ
と
。


